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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満の場合には記載を省略しております。 

４．第69期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第68期中 第69期中 第70期中 第68期 第69期 

会計期間 
自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日 

自平成18年４月１日
至平成18年９月30日

自平成19年４月１日
至平成19年９月30日

自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日 

自平成18年４月１日
至平成19年３月31日

(1）連結経営指標等           

売上高（百万円） 34,801 36,210 37,553 70,627 74,066 

経常利益（百万円） 4,534 4,856 6,679 9,028 10,238 

中間(当期)純利益 

（百万円） 
2,652 2,943 4,191 4,988 6,030 

純資産額（百万円） 70,045 74,047 75,716 72,763 75,763 

総資産額（百万円） 101,536 106,374 106,993 106,245 109,707 

１株当たり純資産額（円） 560.75 597.93 624.41 582.89 616.69 

１株当たり中間(当期)純利

益金額(円) 
21.13 23.71 34.52 39.61 48.91 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 69.0 69.1 70.4 68.5 68.6 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
2,448 2,305 857 8,446 6,951 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
△775 △6,354 874 △5,726 △4,859 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
△5,419 △3,150 △3,326 △6,414 △5,235 

現金及び現金同等物の中間

期末(期末)残高（百万円） 
25,049 17,904 20,365 25,102 21,959 

従業員数（人） 

（外、平均臨時雇用者数） 

1,765 

(298) 

1,831 

(313) 

1,841 

(370) 

1,762 

(298) 

1,792 

(330) 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（百万円） 30,647 31,713 33,146 61,611 64,436 

経常利益（百万円） 4,885 4,901 6,592 8,874 10,165 

中間(当期)純利益 

（百万円） 
3,025 3,123 4,305 5,106 6,356 

資本金（百万円） 7,229 7,229 7,229 7,229 7,229 

発行済株式総数（千株） 137,223 137,223 131,223 137,223 131,223 

純資産額（百万円） 69,049 72,401 74,487 71,514 74,348 

総資産額（百万円） 90,430 95,188 96,407 94,437 99,240 

１株当たり純資産額（円） 552.78 589.23 617.69 572.88 609.12 

１株当たり中間(当期)純利

益金額(円) 
24.10 25.16 35.45 40.55 51.56 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額(円) 4.50 6.00 8.50 12.00 17.00 

自己資本比率（％） 76.4 76.1 77.3 75.7 74.9 

従業員数（人） 1,387 1,414 1,420 1,374 1,367 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更 

はありません。 

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 なお、連結子会社である持田シーメンスメディカルシステム㈱の株式の一部（発行済総数の16％）を平成19年10 

月１日付でシーメンス㈱に譲渡しております。この譲渡に伴い、シーメンス㈱の出資比率51％、当社の出資比率は 

49％となり、持田シーメンスメディカルシステム㈱はシーメンスの子会社となり、当社の持分法適用会社となりま 

した。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

２．全社（共通）として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

(2）提出会社の状況 

   (注）１．従業員数は就業人員数で記載しております。 

２．平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満のため記載を省略しております。 

(3）労働組合の状況 

  持田製薬労働組合は持田製薬㈱、持田製薬工場㈱、持田シーメンスメディカルシステム㈱及び持田ヘルスケア㈱

を組合員とする単一組織であります。なお、平成17年10月１日より連合傘下の日本化学エネルギー産業労働組合

連合会（ＪＥＣ連合）に加盟しております。 

労使関係は非常に協調的であり、各種の交渉も円滑に進捗しております。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

医薬品関連 1,536(272) 

ヘルスケア 58( 75)  

医療機器 128(  7)  

全社（共通） 119( 16)  

合計 1,841(370)  

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 1,420 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における医薬品業界は、診療報酬改定、薬価・薬剤給付制度見直し、後発品使用促進策を

はじめとした医療費抑制策の議論が進められているなか、医療保険制度改革や国内外の企業間競争の激化など企

業環境の一層の変化が予想され、引き続き厳しい経営環境のもとに推移いたしました。 

 このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）はグループ経営体制の整備、人員の適正

化、全社的な生産性の向上への取り組みなど、経営全般にわたる業務改革を推進しております。 

 医薬品関連事業では、重点４領域（循環器、産婦人科、皮膚科、救急）にリソースを集中し、スペシャリティ

ーファーマを目指してまいります。また、主力の医薬品を中心とした学術情報提供活動を積極的に展開しており

ます。ヘルスケア事業では、敏感肌のための基礎化粧品のエキスパートとして事業活動を行なってまいりまし

た。これまでの皮膚科、産婦人科の先生方の高い支持を基盤として、マーケティングの強化に努め市場開拓を図

っております。医療機器事業では、超音波診断装置分野にシーメンス社のハイエンド機種を投入し、産婦人科で

の地位をさらに強固にするとともに、循環器・腹部市場でのシェア拡大を目指しております。その結果、当中間

連結会計期間の売上高は375億５千３百万円（前年同期比3.7％増）となりました。 

 利益面につきましては、医薬品関連事業の増収とそれに伴う売上原価率の低減と、研究開発費の下期へのずれ

込みなどに加え、退職年金制度変更による取崩益、前期損益修正益などもあり、営業利益は64億９千８百万円

（同34.7％増）、経常利益は66億７千９百万円（同37.6％増）、中間純利益は41億９千１百万円（同42.4％増）

とそれぞれ増益となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

    １．医薬品関連事業 

主力製品の高脂血症治療剤「エパデール」、持続性Ｃａ拮抗降圧剤「アテレック」が順調に伸長し、また、

共同プロモーション活動を開始した「ディオバン」の手数料を売上高に計上したことにより、膵炎・ショック

治療剤「ミラクリッド」、ＧｎＲＨ誘導体製剤「スプレキュア」、循環機能改善剤「ロコルナール」などの落

ち込みがありましたが、売上高は333億９千６百万円（同4.5％増）、営業利益は増収に加え、研究開発費の減

少等により66億９千万円（同36.0％増）となりました。 

    ２．ヘルスケア事業 

基礎化粧品等敏感肌市場の競争激化の中で、「コラージュフルフルシリーズ」が伸長し、売上高は17億３百

万円（同3.2％増）、営業損益は広告宣伝費等の増加により２千１百万円の損失（前年同期は２千６百万円の

損失）となりました。 

    ３．医療機器事業 

超音波診断装置事業の拡大と販売促進を積極的に展開いたしました。 新の半導体レーザ治療器「メディレ

ーザソフトパルス１０」が売上に寄与しましたが、超音波診断装置「ソノビスタ－Ｃ３０００」の不振によ

り、売上高は24億５千３百万円（同6.0％減）、営業損益は売上の減少、売上原価の上昇等により１億７千万

円の損失（前年同期は６千８百万円の損失）となりました。 

    なお、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメントの

業績は記載しておりません。 

 (2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前

中間純利益は高水準でありましたが、棚卸資産の増加、退職給付引当金の減少及び自己株式の取得等により、前

連結会計年度末に比べ15億９千４百万円減少し、当中間連結会計期間末には203億６千５百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は８億５千７百万円となりました。 

これは主に、棚卸資産の増加22億４千７百万円及び退職給付引当金の減少12億３千５百万円等がありました

が、一方、税金等調整前中間純利益73億３千５百万円と高水準であったことに加え、減価償却費13億６千万円の

発生等によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は８億７千４百万円となりました。 

     これは主に、定期預金の預入による支出41億円及び有形・無形固定資産の取得による支出10億４千１百万円が

ありましたが、有価証券の償還による収入32億円及び定期預金の払戻による収入28億円があったことによるもの

であります。 

    (財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間連結会計期間の財務活動における資金の減少は33億２千６百万円となりました。 

これは、長期借入金の返済３億円、配当金の支払13億４千２百万円及び自己株式の取得による支出16億８千３

百万円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は正味販売価格によっております。 

２．上記金額中に、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は実際仕入額によっております。 

２．上記金額中に、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社グループは主として見込生産を行っているため、記載を省略しております。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

   

     ２．上記金額中に、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬品関連 30,483 20.6 

ヘルスケア 1,761 △7.1 

合計 32,244 18.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬品関連 3,634 8.1 

医療機器 1,502 5.8 

合計 5,137 7.4 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬品関連 33,396 4.5 

ヘルスケア 1,703 3.2 

医療機器 2,453 △6.0 

合計 37,553 3.7 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱スズケン 6,468 17.9 6,712 17.9 

㈱メディセオ・パルタッ

クホールディングス 
6,600 18.2 6,672 17.8 

アルフレッサ㈱ 5,953 16.4 6,174 16.4 

東邦薬品㈱ 3,952 10.9 4,369 11.6 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対応すべき課題について、重要な変更はありません。 

    なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下のとおりであります。 

  

  当社は、平成18年５月18日開催の当社取締役会において、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を 

 20％以上とすることを目的とする当社株券等（注3）の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権 

 割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除くもの 

 とし、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を 

 「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者を「大規模買付者」といいます）に 

 関する対応方針を決定し、同日公表いたしましたが、当該対応方針の有効期間（１年間）の満了に当たり、当 

 該対応方針を実質的に維持しつつ、買収防衛策をめぐる諸々の動向等を踏まえ、当該対応方針の透明性、公正 

 性及び適法性を高める方向で部分的に見直しを行い、平成19年４月27日開催の当社取締役会において、会社の 

 支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）（以下、「本対応方 

 針」といいます）を以下のとおり決定しました。 

        本対応方針につきましては、平成19年６月28日開催の定時株主総会において提案のとおり承認されました。 

   なお、提出日現在、当社に対し、大規模買付行為に関する通知、打診、提案等はありません。 

  

    Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

   当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、①当社及び当社グループが1913年の創業以 

 来蓄積してきた研究開発・製造・販売等の各分野における専門知識・経験・ノウハウ、これらを担う従業員、 

 当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他の利害関係者との間に築かれた信頼関係、高 

 品質な医薬品等の供給能力、良好な財務体質、その他当社の企業価値の様々な源泉、②長期的な視野のもとに 

 継続的かつ安定的に医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を実 

 施・推進することが不可欠であること等の当社及び当社グループの事業特性を十分に理解し、上記①及び②に 

 基づく適切な経営方針、事業計画等の立案・実施を通じ、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確 

 保・向上させる者が望ましいと考えております。        

   もっとも、当社の支配権の移転を伴う買付行為を受け入れるか否かを含め、当社を支配する者の在り方は、 

  終的には株主により決定されるべきであると考えております。また、株主が当該買付行為を受け入れるか否 

 かの判断を適切に行うためには、当該買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担っ 

 ている当社取締役会から提供される情報及び当該買付行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分  

 な情報が提供されることが不可欠であると考えております。 

   他方、当該買付行為の中には、株主に株式の売却を強要するおそれがあるもの、株主が当該買付行為を受け 

 入れるか否かを検討し、当社取締役会が当該買付行為を評価検討し、必要に応じ当該買付者との間で条件改善 

 について交渉し、代替案を提示するための十分な時間・情報が確保できないもの等、当社の企業価値及び株主 

 共同の利益を著しく毀損するおそれのあるものもあります。 

   当社は、このような買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配 

 する者として不適切であると考えます。 

  

    Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み 

    １．中期経営計画等 

   当社は、1913年の創業以来「先見的独創と研究」の理念を掲げ、独創的な医薬品の研究開発活動を中心とし 

 た総合健康関連企業を志向して参りました。当社がその企業価値を向上させるためには、医薬品等の研究開 

 発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に 

 実施・推進することが不可欠であり、1913年の創業以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ及び国内外の取 

 引先・顧客・従業員・地域社会その他の利害関係者との間に築かれた信頼関係等を適切に維持することが不可 

 欠です。 

   本年４月２日に公表いたしました2007年度～2009年度の中期経営計画においては、従来の基本方針（利益の 

 重視と将来への投資を継続し、中堅企業の機動性・俊敏性等持てる強みを 大限に活かしながら①競争力のあ 

 る事業・領域の確立、②パートナーシップの重視、③リソースの徹底した見直しの３点に重点的に取り組む） 

 のもと、(1)本社機能の充実、効率的な組織運営等の構造改革及び部門間連携の強化による更なる生産性の向 

 上、(2)戦略的なアライアンスを推進することを表明し、企業価値の向上に努めております。当該中期経営計 

 画の詳細につきましては、当社のホームページ等をご覧ください。  



   また、当社は、継続して企業価値の向上に努め、業績を継続的に発展させることにより、株主に適切な利益 

 還元を行うことを重要な経営課題と捉えており、今後の成長戦略、収益状況等を総合的に判断して、内部留保 

 の充実と利益還元のバランスを勘案しつつ、配当方針を決定して参ります。内部留保については、研究開発、 

 設備投資、企業提携等に有効に活用して参ります。また、自己の株式の取得については、経営環境の変化に機 

 動的に対応するため、取締役会決議で実施できる体制をとっており、積極的に実施いたします。 

           

    ２．コーポレート・ガバナンスの充実、コンプライアンスの徹底          

   当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸とし 

 て、ステークホルダーの信頼と期待に応え、当社の企業価値の向上に努めております。当社は、コーポレー  

 ト・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては経営政策会議の充分な議論の結果 

 をもとに、毎週開催される常務会及びグループ経営会議において決定を行っております。また、取締役会の機 

 能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制 

 を導入しております。また、当社は、コンプライアンスの徹底策として、「持田製薬グループ行動憲章」を制 

 定し、社外有識者を含めた倫理委員会を定期的に開催するとともに、当社グループの従業員を対象に倫理研修 

 を定期的に実施しており、今後も継続してコンプライアンスの徹底に努めて参ります。更に、ＣＳＲ（企業の 

 社会的責任）につきましては、各所轄部門において鋭意取り組み中でありますが、当社グループ全体の推進母 

 体としてＣＳＲ推進連絡会議を設置しており、近年の社会的要請に更に応えて参ります。 

   

    Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための 

        取組み（当社株式の大規模買付行為に関する対応方針）（本対応方針） 

    １．本対応方針の目的     

   現状において、当社は主要な株主とは良好な関係にあると共に、当社のＰＢＲ、安定株主比率等の指標は比 

 較的高水準であるものの、これらの状況・指標は流動的であると共に、現在の法制度の下においては、当社の 

 企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為がなされる可能性が否定できない状況にあると認 

 識しております。本対応方針はこのような認識を踏まえ、上記Ⅰに記載の基本方針に照らして不適切な者によ 

 って当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして決定したものです。当 

 社取締役会は、大規模買付行為に際し、株主に対し必要かつ十分な情報が提供されるよう、以下のとおり、大 

 規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます）を定めることといたしました。大規 

 模買付ルールは、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ 

 十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の企業価値及び株主共同の 

 利益の確保・向上に資するものであると考えます。  

  

    ２．大規模買付ルールの内容 

    （１）意向表明書の提出 

     大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の 

   「意向表明書」を提出いただきます。意向表明書には、大規模買付者の①名称、住所、②設立準拠法、③代 

   表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要及び⑥大規模買付ルールに従う旨の誓約の記 

  載を要します。 

    （２）大規模買付情報の提出 

     当社は、上記（１）の意向表明書受領後10営業日以内に、株主の判断及び当社取締役会の評価検討のため 

  に提出されるべき必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます）のリストを大規模買付者に 

   交付します。提出された情報だけでは大規模買付情報として不十分と考えられる場合には、追加情報の提供 

   を要請することがあります。なお、大規模買付情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為 

  の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は、以下のとおりです。また、大規模買付行為の提案が 

   あった事実及び大規模買付情報は、当社取締役会が株主の判断に必要であると判断した場合又は適用ある法 

   令、証券取引所規則等に従い株主に開示が必要であると判断した場合には、その全部又は一部を開示いたし 

   ます。 

① 大規模買付者及びそのグループの詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、役員の経歴 

   等、過去の企業買収の経緯及びその結果、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関 

   する情報を含みます）     

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付対価の種類・価額、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方 

   法の適法性、大規模買付行為の実現可能性、買付完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合に 

   はその旨、その理由等を含みます） 

③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容 



④ 買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行 

   為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその算定根拠を含みます） 

⑤ 買付資金の裏付け（大規模買付者に対する資金の提供者（実質的提供者を含みます）の名称、調達方法、関 

   連する取引の内容等を含みます） 

⑥ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営者候補、経営方針、事業計画、資本政策、配 

   当政策その他の計画 

⑦ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための 

   施策及び当該施策が当社及び当社グループの企業価値を向上させることの根拠 

⑧ 当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他の利害関係者と当社及び当社グループとの 

   関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容  

  

    （３）当社取締役会による評価検討   

     当社取締役会は、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対し大規 

  模買付情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付 

  けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を、当社取締役会による評価、検討、交 

   渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます）として確保する必要 

   があると考えております。  

     取締役会評価期間中、当社取締役会は、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付情 

   報を十分に評価検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、株主に開示します。また、必要に応じ 

   て、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主へ代 

   替案を提示することもあります。 

     従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。 

  

    ３．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

    （１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合  

     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、特別委員会（下記４参照）の 

  勧告を 大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、株式又は新株予約 

   権の発行、株式又は新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法令及び当社定款により許容される措置 

   （以下、「対抗措置」といいます）を発動し、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措 

   置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。 

     当社取締役会が具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、（注4）に記載の 

   とおりです。 

    （２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に大規模買付行為に反対であ 

  ったとしても、意見の表明、代替案の提示、株主への説得等に留め、原則として、大規模買付行為に対する 

   対抗措置は発動しません。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当 

   社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧 

   告を 大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動する 

   ことがあります。なお、大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される 

   場合の一部は、以下のとおりです。 

① 真に当社の経営に参加する意思なく、高値で当社株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付け 

   を行っていると判断される場合 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業上必要な知的財産権（営業秘密を含む）、取引関係等を大規模 

  買付者、そのグループ会社等に移譲させる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合 

③ 当社の資産を大規模買付者、そのグループ会社等の債務の担保、弁済原資等として流用する目的で当社株式 

   の買付けを行っていると判断される場合 

④ 当社の経営を一時的に支配して、一時的な高配当をさせる目的又は一時的高配当による株価の急上昇時に当 

   社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合 

⑤ 強圧的二段階買収（ 初の買付けで全株式の買付けを勧誘せず、２回目以降の買付条件を不利に設定し、又 

   は明確にしないで、公開買付け等の買付けを行うことをいいます）等、事実上、当社株主に株式の売却を強 

   要するおそれがあると判断される場合 

⑥ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主をはじめ、取引先・顧客・従業員・地域社会その他の利害 

   関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想され、又は当社の企業価値の維持及び向上を著しく 

   妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合   



    ４．対抗措置の発動の判断の合理性・公正性を担保するための手続（特別委員会への諮問） 

    （１）特別委員会の設置   

     大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び大規模買付ルールが遵守された場合でも 

   大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置 

   を発動するか否かについて、当社取締役会が 終的判断を行うことから、その合理性・公正性を担保するた 

   め、当社は、業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役により構成される特別委員会を 

   設置いたしました。特別委員会の当初の委員は、社外取締役岸 和正１名及び社外監査役小島 章伸並びに 

   石川 清隆２名といたしました。  

    （２）特別委員会への諮問、特別委員会の勧告の尊重  

     本対応方針に基づき当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保す 

   るために、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問 

   し、特別委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非に 

   ついて勧告を行うものとします。特別委員会の勧告内容については、その概要を適時適切に株主に開示いた 

   します。 

     当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとし 

   ます。 

  

    ５．本対応方針の有効期間、変更及び廃止 

  大規模買付ルールを含む本対応方針の有効期間は、平成19年５月18日から平成19年６月28日開催の当社定時 

 株主総会（以下、「本定時総会」といいます）の終結時まででしたが、本定時総会において提案のとおり承認 

 されたため、平成22年６月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで延長されました。なお、本対応方針の有 

 効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議がなされ 

 た場合には、本対応方針は廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっ 

 ても、関係法令の改正、司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社の企業価値 

 及び株主共同の利益の確保・向上の観点から必要と判断した場合には、株主総会の承認の趣旨の範囲内で本対 

 応方針を変更する場合があります。本対応方針の変更又は廃止については、速やかに株主にお知らせします。 

  

    ６．株主及び投資家に与える影響等 

    （１）本対応方針が株主及び投資家に与える影響等 

     本対応方針は、上記１に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な 

   判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当 

   社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えます。  

     なお、上記３に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為 

   に対する当社の対応が異なりますので、大規模買付者の動向にご注意ください。 

    （２）対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響 

     当社取締役会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、適用ある法令、証券取引所規則等 

   に従って、適時適切な開示を行います。対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主が法的又は経済 

   的に格別の損失を被る事態は想定しておりません。 

   対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当てを行う場合は、大規模買付者等以外の株主は引受けの申込 

   みを要することなく、その保有する当社株式数に応じて当該新株予約権の割当てを受け、また当社が当該新 

   株予約権の取得の手続をとることにより、当該新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社 

   による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込み、払込み等の手続は 

   必要となりません。但し、名義書換未了の株主は、別途当社取締役会が決定し公告する割当期日までに、名 

   義書換を完了していただく必要があります。これらの手続の詳細については、実際にこれらの手続が必要と 

   なった際に、適時適切な開示を行います。なお、特別委員会の勧告を受けて、当社取締役会が新株予約権の 

   無償割当ての中止又は新株予約権の無償割当て後に当該新株予約権の無償取得（当社が当該新株予約権を無 

   償で取得することにより、株主は当該新株予約権を失います）を行う場合には、１株当たりの株式の価値の  

   希釈化は生じないため、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に 

   当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家は、株価の変動により不 

   測の損害を被る可能性があります。 



    Ⅳ．上記Ⅱ及びⅢの取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員 

        の地位の維持を目的とするものでないことについて 

    １．基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

   上記Ⅱに記載の当社の中期経営計画その他の取組みは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上 

 させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。  

   従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地 

 位の維持を目的とするものではございません。 

    ２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため取 

        組み（本対応方針）について 

   当社は、下記の理由により、本対応方針が基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致し、当社の会社役 

 員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。 

  

    （１）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって決定されていること 

     本対応方針は、上記Ⅲ１に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切 

   な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、 

   当社の株主共同の利益に資するものであると考えます。 

    （２）合理的な客観的要件の設定 

     本対応方針における対抗措置は、上記Ⅲ３に記載のとおり、合理的な客観的要件が充足されない限り発動 

   されないため、当社取締役会による恣意的な発動を防止する内容となっています。また、これらの客観的要 

   件は、上記Ⅰの当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針において、当社の 

   財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないとされる場合と一致させています。  

    （３）株主の意思の尊重・反映 

     上記Ⅲ５に記載のとおり、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会に 

   おいて、本対応方針を廃止又は変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で廃止又は変更さ 

  れることとされており、本対応方針に対する株主の意思が反映されることとなっております。 

    （４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

     本対応方針における対抗措置の発動の是非に関する実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成さ 

  れる特別委員会により行われることとされています。また、その判断の概要については株主に開示いたしま 

   すので、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するよう本対応方針の透明な運用が確保される仕組みとな 

   っています。          

  

（注1）特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等（証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいま 

       す）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる 

       者を含みます）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項 

       に基づき共同保有者とみなされる者を含みます）又は、(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規 

       定する株券等をいいます）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価 

       証券市場において行われるものを含みます）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規 

       定する特別関係者をいいます）を意味します。                   

  

（注2）議決権割合とは、（ⅰ）特定株主グループが（注1）の(ⅰ)の場合には、当該保有者の株券等保有割合 

      （同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共 

   同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます）も加算するものとします）又 

      は、（ⅱ）特定株主グループが（注1）の(ⅱ)の場合には、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有 

   割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます）の合計をいいます。なお、各株券 

   等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます）及び発 

   行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます）は、有価証券報告書、半期報告書 

   及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

  

（注3）株券等とは、証券取引法第27条の２第１項又は同法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。 



    （注4) 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要 

          1. 割当対象株主及び割当方法 

        当社取締役会にて定める割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株 

      主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く）１株につき１個の 

      割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 

          2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

        新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の 

      数は１株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとし、調整 

      の結果生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

          3. 割当てる新株予約権の総数 

        当社取締役会が定める割当期日における 終の発行済株式総数（当社の所有する当社普通株式を除 

      く）を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の無償割当てを行うことがある。 

          4. 新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額 

        新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は当社普通株式１株当たり金１円以 

      上で当社取締役会が定める額とする。 

          5. 新株予約権の譲渡制限 

        新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。  

          6. 新株予約権の行使条件 

        大規模買付者を含む特定株主グループや当該特定株主グループから新株予約権を当社取締役会の承認 

      を得ずに譲受けもしくは承継した者でないこと等を行使の条件として定める（詳細については、当社取 

      締役会において別途定める）。 

     7. 当社による新株予約権の取得 

    (1) 当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の行使が認められない者以外 

        の者が所有する新株予約権を取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき、当社取締役会が別途 

        定める株式数の当社普通株式を交付することができる。 

    (2) 当社は、新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが 

        適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日が到来することをもって、全 

        ての新株予約権を無償で取得することができる。 

     8. 新株予約権の行使期間等 

        新株予約権の無償割当ての効力発生日、行使期間その他必要な事項については、当社取締役会におい 

      て別途定めるものとする。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 当社グループは、社是「先見的独創と研究」を実践し、独創的な新薬の創製を目指す一方、国内外企業との研究開

発提携を積極的に推進し、医家向医薬品を中心に診断用薬、ヘルスケアの各分野において、研究開発活動を展開して

おります。 

 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は35億３千５百万円であります。 

 当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの研究開発活動は次のとおりであります。 

医薬品関連事業では、創薬研究所は世界に認められる独創的新薬の創製を目指して、糖尿病・肥満、慢性疼痛の２

分野にテーマを集中して活動いたしました。また、国内外の機関との共同研究も積極的に実施し、研究活動の効率化

を図るとともに、敗血症治療薬（抗体医薬）および疼痛治療薬の導出活動にも積極的に取り組んでおります。 

臨床開発面では、尖圭コンジローマ治療剤「ベセルナクリーム」（一般名：イミキモド）が本年７月に製造販売承

認を取得致しました。また、効能追加として日光角化症を検討するための臨床試験準備中です。子宮内膜症治療剤

「ディナゲスト」（一般名：ジェノゲスト）につきましても、10月に製造販売承認を取得いたしました。抗うつ剤

「MLD-55」は臨床第Ⅲ相試験の準備中、肺動脈性肺高血圧治療剤「MD-0701」については臨床試験準備中でありま

す。 

これらの医薬品関連事業の当中間連結会計期間の研究開発費は34億５千７百万円であります。 

 また、ヘルスケア事業の研究開発費は７千７百万円であります。 

（注） 上記金額中に、消費税等は含まれておりません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株） 

（平成19年９月30日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月17日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  131,223,000        131,223,000 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計   131,223,000         131,223,000  － － 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(5）【大株主の状況】 

 （注）１．上記のほか、当社所有の自己株式が 10,634千株(実質的に所有していない株式１千株は除く)あります。 

２．みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託の所有株式数は全て株式会

社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産に拠出したものであり、同社がその議決権行使の指図権を留保して

おります。 

３．バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社（東京都渋谷区広尾１－１－39）から平成19

年10月15日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成19年10月８日現在でバークレイズ・グ

ローバル・インベスターズ信託銀行株式会社及び共同保有者計５社の共同保有株式数6,533千株、発行済株

式総数に対する所有株式数の割合4.98％を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会

計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成19年４月１日 

 平成19年９月30日 
－    131,223   －   7,229  －    1,871 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

財団法人持田記念医学薬学振興財団 東京都新宿区本塩町７－６ 12,721 9.69 

持田 和枝 東京都杉並区 6,200 4.72 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 5,866 4.47 

渡辺 進 東京都新宿区 5,638 4.30 

みずほ信託退職給付信託 みずほ銀

行口 再信託受託者 資産管理サー

ビス信託 

東京都中央区晴海１－８－12 

晴海アイランドトリトンスクエアオフ

ィスタワーＺ棟 

5,380 4.10 

財団法人高松宮妃癌研究基金 東京都港区西麻布１－８－６－402 3,909 2.98 

持田 英 東京都世田谷区 3,894 2.97 

日本水産株式会社 東京都千代田区大手町２－６－２ 3,000 2.29 

持田 直幸 東京都杉並区 2,442 1.86 

持田 清 神奈川県茅ヶ崎市 2,377 1.81 

計 － 51,428 39.19 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の10,634,000株は、全て当社所有の自己株式であります。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数

１個)あります。 

なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、いずれも東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）(注１) 普通株式   10,634,000 － － 

完全議決権株式（その他）  (注２) 普通株式  117,431,000  117,431 － 

単元未満株式 普通株式    3,158,000 － 
１単元(1,000株) 

未満の株式 

発行済株式総数 131,223,000 － － 

総株主の議決権 －  117,431 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 

（％） 

持田製薬株式会社 
東京都新宿区四谷一

丁目７番地 
10,634,000 － 10,634,000 8.1 

計 － 10,634,000 － 10,634,000 8.1 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 1,259 1,271 1,235 1,205 1,104 1,104 

低（円） 1,128 1,200 1,120 1,042 964 1,010 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、聖橋監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  聖橋監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  監査法人トーマツ 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     13,023 17,609   15,576 

２ 受取手形及び売掛金 ※３   23,550 24,911   24,444 

３ 有価証券     12,997 9,775   12,601 

４ 棚卸資産     10,827 13,684   11,436 

５ 繰延税金資産     2,258 2,242   2,475 

６ 短期貸付金     － －   499 

７ その他     743 1,882   827 

貸倒引当金     △46 △4   △51 

流動資産合計     63,354 59.6 70,102 65.5   67,810 61.8

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産 ※１       

(1）建物及び構築物   8,022 8,338 8,629   

(2）機械装置及び運搬具   3,913 3,578 4,038   

(3）土地   5,105 5,105 5,105   

(4）建設仮勘定   998 196 182   

(5）その他   1,163 19,203 1,180 18,399 1,217 19,172 

２ 無形固定資産     550 488   545 

３ 投資その他の資産         

(1）長期性預金   5,400 － －   

(2）投資有価証券   14,009 12,523 14,455   

(3）繰延税金資産   1,583 1,432 1,304   

(4）その他   2,271 23,265 4,048 18,003 6,418 22,178 

固定資産合計     43,019 40.4 36,891 34.5   41,896 38.2

資産合計     106,374 100.0 106,993 100.0   109,707 100.0 

          

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金 ※３   8,004 8,929   8,128 

２ 短期借入金     2,100 1,900   1,900 

３ 未払法人税等     1,884 2,283   2,498 

４ 賞与引当金     2,421 2,449   2,717 

５ その他の引当金     687 817   827 

６ その他 ※３   4,532 4,930   5,740 

流動負債合計     19,631 18.5 21,308 19.9   21,812 19.9

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金     1,500 900   1,200 

２ 長期未払金     682 2,658   682 

３ 繰延税金負債     13 67   4 

４ 退職給付引当金     9,996 6,306   9,726 

５ 役員退職慰労引当金     502 35   517 

固定負債合計     12,695 11.9 9,968 9.3   12,131 11.0

負債合計     32,326 30.4 31,277 29.2   33,944 30.9

          

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

  １ 資本金     7,229 6.8 7,229 6.8   7,229 6.6

  ２ 資本剰余金     1,871 1.8 1,871 1.7   1,871 1.7

  ３ 利益剰余金     69,968 65.8 70,972 66.3   68,123 62.1

  ４ 自己株式     △9,755 △9.2 △8,087 △7.5   △6,407 △5.8

     株主資本合計     69,313 65.2 71,986 67.3   70,817 64.6

Ⅱ 評価・換算差額等         

    その他有価証券評価差額金     4,157 3.9 3,310 3.1   4,454 4.1

 評価・換算差額等合計     4,157 3.9 3,310 3.1   4,454 4.1

Ⅲ 少数株主持分     576 0.5 419 0.4   491 0.4

 純資産合計     74,047 69.6 75,716 70.8   75,763 69.1 

 負債純資産合計      106,374 100.0 106,993 100.0   109,707 100.0 

          



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     36,210 100.0 37,553 100.0   74,066 100.0 

Ⅱ 売上原価     14,100 38.9 14,081 37.5   29,088 39.3

売上総利益     22,109 61.1 23,471 62.5   44,978 60.7

返品調整引当金戻入額     10 0.0 16 0.0   4 0.0

差引売上総利益     22,119 61.1 23,487 62.5   44,982 60.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   17,294 47.8 16,989 45.2   34,586 46.7

営業利益     4,825 13.3 6,498 17.3   10,396 14.0

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   20 51 57   

２ 受取配当金   79 96 141   

３ ロイヤリティ収入   19 122 107   

４ 不動産賃貸料   40 40 81   

５ その他   33 194 0.5 41 352 0.9 87 475 0.6

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   45 24 74   

２ 支払手数料   10 10 108   

３ 棚卸資産廃棄損等   88 97 375   

４ その他   19 163 0.4 38 171 0.4 76 633 0.8

経常利益     4,856 13.4 6,679 17.8   10,238 13.8

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入額   3 47 －   

２ 固定資産売却益 ※３ 3 5 4   

３ 受取補償金 ※６ 80 － 80   

４ 確定拠出年金制度移行差益 － 299 －   

５ 前期損益修正益  ※４ 0 87 0.2 382 735 1.9 2 87 0.1

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損・除却損 ※２ 12 23 43   

２ 委託製造設備除却損 ※５ － 12 0.0 56 79 0.2 － 43 0.0

税金等調整前中間（当期）
純利益 

    4,930 13.6 7,335 19.5   10,282 13.9

法人税、住民税及び事業税   1,883 2,275 4,381   

法人税等調整額   141 2,025 5.6 940 3,215 8.5 △5 4,376 5.9

少数株主損失     38 0.1 71 0.2   123 0.1

中間（当期）純利益     2,943 8.1 4,191 11.2   6,030 8.1

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）                

  

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差
額金 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 67,990 △7,844 69,247 3,516 615 73,379 

中間連結会計期間中の変動額                

剰余金の配当（注）     △935   △935     △935 

役員賞与（注）     △30   △30     △30 

中間純利益     2,943   2,943     2,943 

自己株式の取得       △1,910 △1,910     △1,910 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

          640 △38 602 

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円) 
－ － 1,977 △1,910 66 640 △38 668 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,229 1,871 69,968 △9,755 69,313 4,157 576 74,047 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差
額金 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 68,123 △6,407 70,817 4,454 491 75,763 

中間連結会計期間中の変動額                

剰余金の配当     △1,342   △1,342     △1,342 

中間純利益     4,191   4,191     4,191 

自己株式の取得       △1,679 △1,679     △1,679 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

          △1,144 △71 △1,216 

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円) 
－ － 2,848 △1,679 1,169 △1,144 △71 △46 

平成19年９月30日残高(百万円) 7,229 1,871 70,972 △8,087 71,986 3,310 419 75,716 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差
額金 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 67,990 △7,844 69,247 3,516 615 73,379 

連結会計年度中の変動額                

剰余金の配当（注）     △935   △935     △935 

剰余金の配当     △737   △737     △737 

役員賞与（注）     △30   △30     △30 

当期純利益     6,030   6,030     6,030 

自己株式の取得       △2,757 △2,757     △2,757 

自己株式の消却     △4,194 4,194 －     － 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
          937 △123 814 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
－ － 132 1,437 1,569 937 △123 2,384 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 68,123 △6,407 70,817 4,454 491 75,763 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間(当期)純利益   4,930 7,335 10,282 

減価償却費   1,440 1,360 3,082 

固定資産売却損・除却損   12 23 43 

固定資産売却益   △3 △5 △4 

貸倒引当金の増減額     (減少：△)   △3 △47 2 

賞与引当金の増減額     (減少：△)   △266 △268 28 

退職給付引当金の増減額   (減少：△)   △43 △1,235 △313 

役員退職慰労引当金の増減額 (減少：△)   17 90 32 

受取利息及び受取配当金   △100 △148 △199 

支払利息及び支払手数料   55 35 182 

為替差損益         (差益：△)   △0 △0 △0 

売上債権の増減額      (増加：△)   △1,521 △467 △2,415 

棚卸資産の増減額      (増加：△)   △683 △2,247 △1,292 

その他流動資産の増減額   (増加：△)   266 △1,054 170 

仕入債務の増減額      (減少：△)   1,559 800 1,683 

その他流動負債の増減額   (減少：△)   △239 △754 470 

役員賞与の支払額   △30 － △30 

その他   △41 △193 199 

小計   5,350 3,223 11,922 

利息及び配当金の受取額   96 145 194 

利息及び手数料の支払額   △56 △34 △177 

法人税等の支払額   △3,085 △2,477 △4,988 

営業活動によるキャッシュ・フロー   2,305 857 6,951 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

定期預金の預入による支出   △2,700 △4,100 △3,700 

定期預金の払戻による収入   － 2,800 1,000 

有価証券の取得による支出   △3,195 － △3,195 

有価証券の償還による収入   600 3,200 3,000 

有形・無形固定資産の取得による支出   △1,060 △1,041 △1,982 

その他   2 15 17 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △6,354 874 △4,859 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の純増減額    (減少：△)   － － △200 

長期借入金の返済による支出   △300 △300 △600 

配当金の支払額   △932 △1,342 △1,668 

自己株式の取得による支出   △1,917 △1,683 △2,766 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △3,150 △3,326 △5,235 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)   △7,198 △1,594 △3,143 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   25,102 21,959 25,102 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 17,904 20,365 21,959 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

当社の子会社は５社で全て連結しており

ます。 

１．連結の範囲に関する事項 

同左 

１．連結の範囲に関する事項 

同左 

連結子会社名 

持田製薬工場㈱、持田シーメンスメディ

カルシステム㈱、持田ヘルスケア㈱、㈱

持田インターナショナル、㈱テクノネッ

ト 

  

  

  

  

２．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② 棚卸資産 

    総平均法による原価法 

② 棚卸資産 

同左 

② 棚卸資産 

同左 

     
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 15～50年 

機械装置及び運搬具 ７年 

   

──────  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

 

  

 

    

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当中間連結会

計期間より平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、それぞれ

11百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 ──────  （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益がそれぞれ70

百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

────── 

② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（主に５年）に基づく定額法によっ

ております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に備

えて、主として、一般債権について

は貸倒実績率による計算額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、支給

対象期間に対応する支給見込額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、当連

結会計年度に対応する支給見込額に

基づく当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、支給

対象期間に対応する支給見込額を計

上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、当連結

会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

  
  ────── 

③ 退職給付引当金 

 同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （追加情報） 

退職給付制度につきましては、一部の

子会社を除き適格退職年金制度及び退

職一時金制度を採用しておりました

が、平成19年４月１日に適格退職年金

制度は確定給付企業年金制度へ移行

し、退職一時金制度の一部を確定拠出

企業型年金制度へ移行することになり

ました。 

この移行に伴う会計処理は、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」

(企業会計基準適用指針第１号)を適用

しております。この変更に伴う損益に

与える影響額は、特別利益として299百

万円計上されております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、当連結

会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

  
  
   

  ────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、

役員退職慰労金内規に基づく中間連

結会計期間末要支給見込額を計上し

ております。 

  

 ────── 

④ 役員退職慰労引当金 

当社を除く連結子会社では、役員の

退職慰労金の支出に備えて、役員退

職慰労金内規に基づく中間連結会計

期間末要支給見込額を計上しており

ます。  

 （追加情報） 

役員退職慰労金につきましては、従

来、役員退職慰労金内規に基づく中間

連結会計期間末要支給見込額を計上し

ておりましたが、平成19年６月28日限

りで当社の役員退職慰労金制度を廃止

し、当該廃止日までの在任期間に対応

する役員退職慰労金を各役員の退任時

に支給することとしました。これに伴

い、当中間連結会計期間末における当

社在任の役員に対する退職慰労金569百

万円については、長期未払金へ振替え

ております。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、

役員退職慰労金内規に基づく当連結

会計年度末要支給見込額を計上して

おります。 

  

 ────── 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３カ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １．役員賞与に関する会計基準 

当中間連結会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用して

おります。これに伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は73,471百万円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。  

─────── 

  

  

  

  

  

  ───────  

  

  

 １．役員賞与に関する会計基準 

当連結会計年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用しております。

これに伴う損益に与える影響額は軽微で

あります。 

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

75,271百万円であります。  

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

「長期性預金」は、前中間連結会計期間末において、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

いたしました。 

なお、前中間連結会計期間末の「長期性預金」の金額は4,700百万

円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「長期性預金」

(当中間連結会計期間末2,200百万)は、当中間連結会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５以下となったため投資その他の資産の

「その他」に含めて表示することに変更いたしました。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

─────── 前期損益修正益  ─────── 

  従来、不動産賃借料等を支払時に費用処

理しておりましたが、金額的重要性が大

きくなったことから、当中間連結会計期

間より発主主義に基づく費用処理をいた

しました。この変更により、従来の方法

に比べ、営業利益及び経常利益が１百万

円増加し、税金等調整前中間純利益が383

百万円増加しております。 

  

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

30,981百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

32,290百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

31,883百万円であります。 

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当座貸越極度額及び貸出コミットメ

ントの総額は10,000百万円で、当中間

連結会計期間末の借入の実行残高はあ

りません。 

※３．中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

  受取手形       686百万円 

  支払手形       367百万円 

  流動負債「その他」   41百万円 

 (設備関係支払手形)   

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と特定融

資枠契約(コミットメント・ライン契

約)を締結しております。この契約に

基づく特定融資枠の総額は10,000百万

円で、当中間連結会計期間末の借入の

実行残高はありません。 

  

※３．中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

  受取手形       379百万円 

  支払手形       365百万円 

  流動負債「その他」   13百万円 

 (設備関係支払手形)   

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と特定融

資枠契約(コミットメント・ライン契

約)を締結しております。この契約に

基づく特定融資枠契約の総額は10,000

百万円で、当連結会計年度末の借入の

実行残高はありません。 

  

※３．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当連結会

計年度の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

  受取手形       454百万円 

  支払手形       447百万円 

  流動負債「その他」   117百万円 

 (設備関係支払手形)   

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   1,871百万円 

給料手当 3,740百万円 

賞与  1,708百万円 

退職給付費用 519百万円 

研究開発費   3,941百万円 

広告宣伝費 1,944百万円 

給料手当  3,866百万円 

賞与  1,779百万円 

退職給付費用 401百万円 

研究開発費   3,535百万円 

広告宣伝費 3,540百万円 

給料手当 7,449百万円 

賞与  3,260百万円 

退職給付費用  1,058百万円 

研究開発費  8,253百万円 

※２．固定資産売却損・除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※２．固定資産売却損・除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※２．固定資産売却損・除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物  1百万円 

機械装置及び運搬具  3百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
 7百万円 

建物及び構築物  1百万円 

機械装置及び運搬具  4百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
17百万円 

建物及び構築物 7百万円 

機械装置及び運搬具 11百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
24百万円 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりで 

   あります。 

機械装置及び運搬具 3百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
0百万円 

機械装置及び運搬具 2百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
2百万円 

機械装置及び運搬具  3百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
1百万円 

※４．       ───── ※４．前期損益修正益の内訳は次のとおりで

あります。 

 不動産賃借料     171百万円 

 委託研究費      110百万円 

 保険料他        98百万円 

※４．前期損益修正益は、前連結会計年度に 

   おいて計上した棚卸資産廃棄損等の修 

   正であります。        

※５．       ───── ※５．委託製造設備除却損の内訳は次のとお

りであります。   

建物及び構築物 2百万円 

機械装置及び運搬具 15百万円 

有形固定資産の「その

他」他 
3百万円 

除却費用他 34百万円 

※５．       ─────        

※６．受取補償金は、生産設備の不具合によ 

   り発生した損失の補償額であります。 

※６．       ───── ※６．受取補償金は、生産設備の不具合によ

り発生した損失の補償額であります。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項                          

（注）普通株式の自己株式の増加1,906千株は、単元未満株式の買取による増加76千株、平成18年６月29日開催の取締役

会決議に基づく取得900千株及び平成18年８月４日開催の取締役会決議に基づく取得930千株であります。 

  

２．配当に関する事項 

（1） 配当金支払額 

（2） 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項                          

（注）普通株式の自己株式の増加1,469千株は、単元未満株式の買取による増加112千株、平成19年６月28日開催の取締役

会決議に基づく取得1,000千株及び平成19年９月10日開催の取締役会決議に基づく取得357千株であります。 

  

 
前連結会計年度末株
式数(千株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(千株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(千株) 

当中間連結会計期間
末株式数(千株) 

発行済株式        

普通株式 137,223 － － 137,223 

合計 137,223 － － 137,223 

自己株式        

普通株式（注） 12,442 1,906 － 14,348 

合計 12,442 1,906 － 14,348 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 935 7.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 

取締役会 
普通株式 737 利益剰余金 6.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 
前連結会計年度末株
式数(千株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(千株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(千株) 

当中間連結会計期間
末株式数(千株) 

発行済株式        

普通株式 131,223 － － 131,223 

合計 131,223 － － 131,223 

自己株式        

普通株式（注） 9,164 1,469 － 10,634 

合計 9,164 1,469 － 10,634 



２．配当に関する事項 

（1） 配当金支払額 

（2） 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項                          

（注）1.普通株式の発行済株式の減少6,000千株は、平成19年３月５日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却によ

るものであります。 

    2.普通株式の自己株式の増加2,723千株は、単元未満株式の買取による増加175千株、平成18年６月29日開催の取締

役会決議に基づく取得900千株、平成18年８月４日開催の取締役会決議に基づく取得930千株及び平成18年12月

18日開催の取締役会決議に基づく取得718千株であります。 

    3.普通株式の自己株式の減少6,000千株は、平成19年３月５日開催の取締役会決議に基づく消却によるものであり

ます。 

２．配当に関する事項 

（1） 配当金支払額 

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,342 11.00  平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式 1,025 利益剰余金 8.50  平成19年９月30日 平成19年12月７日

 
前連結会計年度末株
式数(千株) 

当連結会計年度増加
株式数(千株) 

当連結会計年度減少
株式数(千株) 

当連結会計年度末株
式数(千株) 

発行済株式        

普通株式 137,223 － 6,000 131,223 

合計 137,223 － 6,000 131,223 

自己株式        

普通株式（注） 12,442 2,723 6,000 9,164 

合計 12,442 2,723 6,000 9,164 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 935 7.50  平成19年３月31日 平成18年６月29日 

平成18年11月13日 

取締役会 
普通株式 737 6.00  平成18年９月30日 平成18年12月８日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,342 利益剰余金 11.00  平成19年３月31日 平成19年6月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定    13,023百万円 

有価証券勘定 12,997百万円 

短期貸付金（現先取

引）勘定 
－百万円 

計 26,020百万円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△2,520百万円 

償還期間が３ヵ月を超

える有価証券 
△5,596百万円 

現金及び現金同等物 17,904百万円 

現金及び預金勘定    17,609百万円 

有価証券勘定   9,775百万円 

短期貸付金（現先取

引）勘定 
－百万円 

計 27,385百万円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△7,020百万円 

償還期間が３ヵ月を超

える有価証券 
－百万円 

現金及び現金同等物 20,365百万円 

現金及び預金勘定     15,576百万円 

有価証券勘定 12,601百万円 

短期貸付金（現先取

引）勘定 
  499百万円 

計 28,677百万円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
  △3,520百万円 

償還期間が３ヵ月を超

える有価証券 
  △3,198百万円 

現金及び現金同等物 21,959百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 

(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 

(百万円) 

建物及び構
築物 

27 6 20

有形固定資
産のその他 

415 258 156

合計 442 265 176

  

取得価
額相当
額 

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 

(百万円)

建物及び構
築物 

27 9 17

有形固定資
産のその他

227 117 109

合計 254 127 126

取得価
額相当
額 

(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 

(百万円)

建物及び構
築物 

27 8 18

有形固定資
産のその他

285 181 104

合計 312 189 122

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内    106百万円 

１年超    70百万円 

合計    176百万円 

１年内      63百万円 

１年超     62百万円 

合計    126百万円 

１年内     70百万円 

１年超     52百万円 

合計    122百万円 

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料   70百万円 

減価償却費相当額   70百万円 

支払リース料     48百万円 

減価償却費相当額     48百万円 

支払リース料 138百万円 

減価償却費相当額    138百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 6,524 13,488 6,964 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 6,524 13,488 6,964 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

コマーシャルペーパー 1,998 

その他 5,596 

(2）その他有価証券   

非上場株式 380 

ＭＭＦ 2,705 

中期国債ファンド 2,696 

その他 141 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 6,524 12,069 5,544 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 6,524 12,069 5,544 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

コマーシャルペーパー 4,491 

(2）その他有価証券   

非上場株式 380 

ＭＭＦ 2,712 

中期国債ファンド 2,570 

その他 74 



前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

  時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 3,198 3,198 △0 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 3,198 3,198 △0 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 6,524 13,985 7,461 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 6,524 13,985 7,461 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

コマーシャルペーパー 3,995 

(2）その他有価証券   

非上場株式 380 

ＭＭＦ 2,708 

中期国債ファンド 2,699 

その他 89 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮し、医薬品関連、ヘルスケア、医

療機器にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分に属する主要品目 

  
医薬品関連 
（百万円） 

ヘルスケア
（百万円） 

医療機器 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 31,951 1,650 2,608 36,210 (－) 36,210 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － (－) － 

計 31,951 1,650 2,608 36,210 (－) 36,210 

営業費用 27,031 1,677 2,676 31,385 (－) 31,385 

営業利益又は営業損失(△) 4,920 △26 △68 4,825 (－) 4,825 

  
医薬品関連 
（百万円） 

ヘルスケア
（百万円） 

医療機器 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 33,396 1,703 2,453 37,553 (－) 37,553 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － (－) － 

計 33,396 1,703 2,453 37,553 (－) 37,553 

営業費用 26,706 1,725 2,623 31,055 (－) 31,055 

営業利益又は営業損失(△) 6,690 △21 △170 6,498 (－) 6,498 

  
医薬品関連 
（百万円） 

ヘルスケア 
（百万円） 

医療機器 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 65,028 3,422 5,616 74,066 (－) 74,066 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － －  (－) － 

計 65,028 3,422 5,616 74,066  (－) 74,066 

営業費用 54,862 3,249 5,559 63,670  (－) 63,670 

営業利益又は営業損失(△) 10,166 172 57 10,396  (－) 10,396 

事業区分 主要品目 

医薬品関連 医療用医薬品、一般用医薬品等 

ヘルスケア 医薬部外品、化粧品 

医療機器 医療機器 



３．会計処理基準等の変更 

 （当中間連結会計期間） 

 固定資産の減価償却の方法  

 中間連結財務諸表中の「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法 

 の改正に伴い、取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており 

 ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、医薬品関連事業について営業費用が10百万円 

 増加し、営業利益が10百万円少なく、ヘルスケア事業について営業費用が０百万円増加し、営業利益が０百 

 万円少なく計上されております。さらに（追加情報）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19年３ 

 月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から５ 

 年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比 

 較して、医薬品関連事業について営業費用が63百万円増加し、営業利益が63百万円少なく、ヘルスケア事業 

 については営業費用が５百万円増加し、営業利益が５百万円少なく、医療機器事業では、営業費用が１百万 

 円増加し、営業利益が１百万円少なく計上されております。  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）の海外売上高は、

いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額  597.93円

１株当たり中間純利益

金額 
23.71円

１株当たり純資産額   624.41円

１株当たり中間純利益

金額 
  34.52円

１株当たり純資産額  616.69円

１株当たり当期純利益

金額 
48.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,943 4,191 6,030 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
2,943 4,191 6,030 

期中平均株式数（千株） 124,116 121,430 123,290 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．当社は、平成18年12月18日開催の取締役 

  会において、会社法第165条第３項の規 

  定により読み替えて適用される同法第 

  156条の規定に基づき、自己の株式を取 

  得することを決議いたしました。 

① 理由 経営環境の変化

に対応した機動

的な資本政策を

遂行するため 

② 取得する株式の種

類 

当社普通株式 

③ 取得する株式の総

数 

200万株（上限） 

④ 株式の取得価額の

総額 

20億円（上限） 

⑤ 取得する期間 平成18年12月19

日から平成19年

２月20日まで 

１．当社は、当社が保有する当中間連結会計 

  期間末まで連結子会社であった持田シー 

  メンスメディカルシステム㈱の株式の一 

  部（発行済株式総数の16％）を平成19年 

  10月１日付けで、シーメンス㈱に譲渡し 

  ました。この譲渡に伴い、シーメンス㈱ 

  の出資比率は51％、当社の出資比率は 

  49％となり、持田シーメンスメディカル 

  システム㈱はシーメンスの子会社とな 

  り、当社の持分法適用会社となりまし 

  た。 

２．当社は、平成19年11月12日開催の取締役 

  会において、会社法第165条第３項の規 

    定により読み替えて適用される同法第 

    156条の規定に基づき、自己の株式を取 

  得することを決議いたしました。 

１．当社及び子会社の一部(持田製薬工場 

  ㈱、持田シーメンスメディカルシステム 

  ㈱及び持田ヘルスケア㈱)の退職給付制 

  度につきましては、適格退職年金制度、 

  退職一時金制度を採用しておりました 

  が、平成19年４月１日に適格退職年金制 

  度は確定給付企業年金制度に移行すると 

  ともに、退職一時金制度の一部を終了 

  し、確定拠出型退職給付制度を採用して 

  おります。 

  この移行に伴う会計処理については、 

  「退職給付制度間の移行等に関する会計 

  処理」(企業会計基準適用指針第１号)を 

  適用する予定であります。本移行に伴う 

  翌連結会計年度の損益に与える影響額 

  は、299百万円(特別利益)の見込みであ 

  ります。 ① 理由 経営環境の変化

に対応した機動

的な資本政策を

遂行するため 

② 取得する株式の種

類 

当社普通株式 

③ 取得する株式の総

数 

100万株（上限）

④ 株式の取得価額の

総額 

12億円（上限） 

⑤ 取得する期間 平成19年11月14

日から平成19年

12月13日まで 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   10,439   15,327 13,249   

２ 受取手形 ※３ 2,897   1,054 1,057   

３ 売掛金   18,064   21,367 20,203   

４ 有価証券   12,349   9,126 11,953   

５ 棚卸資産   3,066   4,789 3,785   

６ 繰延税金資産   1,637   1,741 1,868   

７ 短期貸付金   2,725   2,875 3,412   

８ その他   635   1,806 841   

貸倒引当金   △28   △4 △29   

流動資産合計     51,787 54.4 58,083 60.2   56,342 56.8

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物   2,111   2,001 2,076   

(2）土地   3,244   3,244 3,244   

(3）その他   1,077   1,058 1,161   

計   6,432   6,304 6,481   

２ 無形固定資産   393   315 365   

３ 投資その他の資産           

(1）長期性預金   5,400   2,200 4,400   

(2）投資有価証券   24,886   23,400 25,332   

(3）繰延税金資産   1,229   1,347 1,207   

(4）その他   5,058   4,755 5,110   

計   36,574   31,704 36,051   

固定資産合計     43,400 45.6 38,324 39.8   42,898 43.2

資産合計     95,188 100.0 96,407 100.0   99,240 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※３ 756   791 801   

２ 買掛金   4,411   4,225 4,615   

３ 短期借入金   500   500 500   

４ 未払法人税等   1,603   2,049 2,385   

５ 未払消費税等 ※４ 376   186 460   

６ 賞与引当金   1,913   1,953 2,158   

７  役員賞与引当金   21   24 21   

８ 返品調整引当金   30   20 32   

９ 売上割戻引当金   479   540 559   

10 販売促進引当金   86   156 135   

11 その他 ※３ 3,213   3,733 4,033   

流動負債合計     13,391 14.0 14,181 14.7   15,702 15.8

Ⅱ 固定負債           

１ 長期未払金   682   2,360 682   

２ 退職給付引当金   8,254   5,379 8,036   

３ 役員退職慰労引当
金 

  458   － 471   

固定負債合計     9,395 9.9 7,739 8.0   9,189 9.3

負債合計     22,787 23.9 21,920 22.7   24,891 25.1

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     7,229 7.6 7,229 7.5   7,229 7.3

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金   1,871   1,871 1,871   

資本剰余金合計     1,871 2.0 1,871 1.9   1,871 1.9

３ 利益剰余金           

(1)利益準備金   1,807   1,807 1,807   

(2)その他利益剰余金           

特別償却準備金   188   103 145   

別途積立金   57,400   57,400 57,400   

繰越利益剰余金   9,502   10,851 7,847   

利益剰余金合計     68,898 72.4 70,162 72.8   67,199 67.7

４ 自己株式     △9,755 △10.3 △8,087 △8.4   △6,407 △6.5

株主資本合計     68,243 71.7 71,176 73.8   69,893 70.4

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    4,157 4.4 3,310 3.5   4,454 4.5

評価・換算差額等 
合計 

    4,157 4.4 3,310 3.5   4,454 4.5

純資産合計     72,401 76.1 74,487 77.3   74,348 74.9 

負債純資産合計      95,188 100.0 96,407 100.0   99,240 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   31,713 100.0 33,146 100.0   64,436 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,785 40.3 13,145 39.7   25,763 40.0

売上総利益   18,928 59.7 20,000 60.3   38,672 60.0

返品調整引当金戻入額   7 0.0 12 0.1   5 0.0

差引売上総利益   18,935 59.7 20,012 60.4   38,677 60.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   14,535 45.8 14,130 42.7   29,176 45.3

営業利益   4,399 13.9 5,881 17.7   9,501 14.7

Ⅳ 営業外収益 ※１   583 1.8 758 2.3   902 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   81 0.2 48 0.1   238 0.3

経常利益   4,901 15.5 6,592 19.9   10,165 15.8

Ⅵ 特別利益 ※３   1 0.0 618 1.8   1 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   7 0.1 68 0.2   27 0.1

税引前中間（当期）純利益   4,895 15.4 7,142 21.5   10,139 15.7

法人税、住民税及び事業税 1,638 2,077 4,058   

法人税等調整額 134 1,772 5.6 759 2,836 8.5 △275 3,783 5.8

中間（当期）純利益   3,123 9.8 4,305 13.0   6,356 9.9

         



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                

（注） 平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。  

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）                

  

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

純資産合計

資本金

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別償
却準備
金 

固定資
産圧縮
積立金 

別途 
積立金 
  

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 261 648 55,400 8,622 △7,844 67,997 3,516 71,514 

中間会計期間中の変動額                      

特別償却準備金の積立 (注)       88     △88   －   － 

特別償却準備金の取崩 (注)       △81     81   －   － 

特別償却準備金の取崩 

     (当中間期) 
      △79     79   －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩 

(注) 
        △648   648   －   － 

別途積立金の積立 (注)           2,000 △2,000   －   － 

剰余金の配当 (注)             △935   △935   △935 

役員賞与 (注)             △30   △30   △30 

中間純利益             3,123   3,123   3,123 

自己株式の取得               △1,910 △1,910   △1,910 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                  640 640 

中間会計期間中の変動額合計 

         (百万円) 
－ － － △73 △648 2,000 879 △1,910 246 640 887 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 188 － 57,400 9,502 △9,755 68,243 4,157 72,401 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

純資産合計

資本金

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別償
却準備
金 

別途 
積立金 
  

繰越利
益剰余
金 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 145 57,400 7,847 △6,407 69,893 4,454 74,348 

中間会計期間中の変動額                    

特別償却準備金の取崩        △41   41   －   － 

剰余金の配当            △1,342   △1,342   △1,342 

中間純利益           4,305   4,305   4,305 

自己株式の取得             △1,679 △1,679   △1,679 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
                △1,144 △1,144 

中間会計期間中の変動額合計 

         (百万円) 
－ － － △41 － 3,004 △1,679 1,282 △1,144 138 

平成19年９月30日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 103 57,400 10,851 △8,087 71,176 3,310 74,487 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）               

（注） 平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

純資産合計

資本金

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別償
却準備
金 

固定資
産圧縮
積立金 

別途 
積立金 
  

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 261 648 55,400 8,622 △7,844 67,997 3,516 71,514 

事業年度中の変動額                      

特別償却準備金の積立 (注)       88     △88   －   － 

特別償却準備金の取崩 (注)       △81     81   －   － 

特別償却準備金の取崩 

     (当事業年度) 
      △122     122   －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩 

(注) 
        △648   648   －   － 

別途積立金の積立 (注)           2,000 △2,000   －   － 

剰余金の配当 (注)             △935   △935   △935 

剰余金の配当             △737   △737   △737 

役員賞与 (注)             △30   △30   △30 

当期純利益             6,356   6,356   6,356 

自己株式の取得               △2,757 △2,757   △2,757 

自己株式の消却              △4,194 4,194 －   － 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
                  937 937 

事業年度中の変動額合計 

         (百万円) 
－ － － △116 △648 2,000 △775 1,437 1,896 937 2,834 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 145 － 57,400 7,847 △6,407 69,893 4,454 74,348 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 

総平均法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         15年～50年  

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

（会計方針の変更）  

法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間より平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ６百万円減少しておりま

す。  

（追加情報）  

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益がそれぞれ38百万円

減少しております。 

  

  

(2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（主

に５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産  

 同左 

  

(2）無形固定資産 

同左  

  

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、支給対

象期間に対応する支給見込額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、当事業

年度に対応する支給見込額に基づく当

中間会計期間の負担額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、支給対

象期間に対応する支給見込額を計上し

ております。 

(3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支出に備えて、当事業年

度に対応する支給見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生している

と認められる額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支出に備えて、当事業年

度に対応する支給見込額に基づく当中

間会計期間の負担額を計上しておりま

す。 

(3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支出に備えて、当事業年

度に対応する支給見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

(4）返品調整引当金 

中間会計期間末日後の返品損失に備え

て、過年度の返品実績等に基づく会社

所定の基準により計上しております。 

(4）返品調整引当金 

同左 

(4）返品調整引当金 

期末日後の返品損失に備えて、過年度

の返品実績等に基づく会社所定の基準

により計上しております。 

(5）売上割戻引当金 

販売した商品に対して、将来発生する

売上割戻の支出に備え、中間会計期間

末売掛金及び中間会計期間末特約店在

庫に対して過去の実績率を乗じた額を

計上しております。 

(5）売上割戻引当金 

同左 

(5）売上割戻引当金 

販売した商品に対して、将来発生する

売上割戻の支出に備え、期末売掛金及

び期末特約店在庫に対して過去の実績

率を乗じた額を計上しております。 

(6）販売促進引当金 

販売した商品に対して、将来発生する

販売促進に要する支出に備え、中間会

計期間末特約店在庫に対して過去の経

費実績率を乗じた額を計上しておりま

す。 

(6）販売促進引当金 

同左 

(6）販売促進引当金 

販売した商品に対して、将来発生する

販売促進に要する支出に備え、期末特

約店在庫に対して過去の経費実績率を

乗じた額を計上しております。 

(7）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しております。 

 ─────── 

(7）退職給付引当金 

同左 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （追加情報） 

当社の退職給付制度につきましては、

適格退職年金制度、退職一時金制度を

採用しておりましたが、平成19年４月

１日に適格退職年金制度は確定給付企

業年金制度へ移行し、退職一時金制度

の一部を、確定拠出企業型年金制度へ

移行することになりました。 

この移行に伴う会計処理については、

「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針第１

号)を適用しております。本移行に伴う

損益に与える影響額は、特別利益とし

て260百万円計上されております。 

(7）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しております。 

  
  

  ─────── 

(8）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金内規に基づく中間会計期

間末要支給見込額を計上しておりま

す。 

(8）    ─────── (8）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金内規に基づく期末要支給

見込額を計上しております。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ───────  （追加情報） 

当社における役員退職慰労金について

は、従来、内規に基づき算出した中間

会計期間末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりましたが、平

成19年６月28日限りで役員退職慰労金

制度を廃止し、当該廃止日までの在任

期間に対応する役員退職慰労金を各役

員の退任時に支給することとしまし

た。これに伴い、当中間会計期間末に

おける当社在任の役員に対する退職慰

労金相当額569百万円については、長期

未払金として計上しております。 

 ─────── 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

同左 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

５．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．その他財務諸表作成のため重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １．役員賞与に関する会計基準 

当中間会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。なお、これに伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は72,401百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

─────── 

  

  

  

  

  

───────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 １．役員賞与に関する会計基準 

当事業年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しております。な

お、これに伴う損益に与える影響額は軽

微であります。 

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

74,348百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ───────  

  

  

前期損益修正益 

従来、不動産賃借料等を支払時に費用処

理しておりましたが、金額的重要性が大

きくなったことから、当中間会計期間よ

り発生主義に基づく費用処理をいたしま

した。この変更により、従来の方法に比

べ、営業利益及び経常利益が７百万円減

少し、税引前中間純利益が321万円増加し

ております。  

 ───────  

  

  

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      14,799百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

            14,534百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,821百万円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総額は10,000百万円

で、当中間会計期間末の借入の実行残高

はありません。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と特定融資枠契約(コミット

メント・ライン契約)を締結しておりま

す。この契約に基づく特定融資枠の総額

は10,000百万円で、当中間会計期間末の

借入の実行残高はありません。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と特定融資枠契約(コミット

メント・ライン契約)を締結しておりま

す。この契約に基づく特定融資枠の総額

は10,000百万円で、当期末の借入の実行

残高はありません。 

※３．中間会計期間末日満期手形 

中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期手形が中

間会計期間末残高に含まれております。 

  受取手形        593百万円 

  支払手形        108百万円 

  流動負債「その他」    25百万円 

 (設備関係支払手形)       

※３．中間会計期間末日満期手形 

中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期手形が中

間会計期間末残高に含まれております。 

  受取手形        221百万円 

  支払手形         98百万円 

  流動負債「その他」     5百万円 

 (設備関係支払手形)       

※３．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期間末残高に含まれておりま

す。 

  受取手形        297百万円 

  支払手形        119百万円 

  流動負債「その他」    48百万円 

 (設備関係支払手形)       

※４．    ─────── 

  

※４．消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税等は相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。 

※４．    ─────── 

      

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 43百万円

有価証券利息 10百万円

受取配当金 419百万円

ロイヤリティ収入 20百万円

不動産賃貸料 69百万円

受取利息 65百万円

有価証券利息 26百万円

受取配当金 456百万円

ロイヤリティ収入 123百万円

不動産賃貸料 66百万円

受取利息 104百万円

有価証券利息 26百万円

受取配当金 481百万円

ロイヤリティ収入 110百万円

不動産賃貸料 134百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 20百万円

支払手数料 10百万円

支払利息 4百万円

支払手数料 10百万円

支払利息 26百万円

支払手数料 108百万円

棚卸資産廃棄損等 35百万円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益 1百万円

   

貸倒引当金戻入益 25百万円

固定資産売却益 3百万円

確定拠出年金制度移行

差益 
260百万円

前期損益修正益 328百万円

固定資産売却益 1百万円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却・除却損 7百万円 固定資産売却・除却損 12百万円

委託製造設備除却損 56百万円

固定資産売却・除却損    27百万円

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 228百万円

無形固定資産 72百万円

有形固定資産 279百万円

無形固定資産 62百万円

有形固定資産   499百万円

無形固定資産 140百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加1,906千株は、単元未満株式の買取による増加76千株、平成18年６月29日開催の取締役

会決議に基づく取得900千株及び平成18年８月４日開催の取締役会決議に基づく取得930千株であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加1,469千株は、単元未満株式の買取による増加112千株、平成19年６月28日開催の取締役

会決議に基づく取得1,000千株及び平成19年９月10日開催の取締役会決議に基づく取得357千株であります。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の自己株式の増加2,723千株は、単元未満株式の買取による増加175千株、平成18年６月29日開催の取締

役会決議に基づく取得900千株、平成18年８月４日開催の取締役会決議に基づく取得930千株及び平成18年12月18

日開催の取締役会決議に基づく取得718千株であります。 

      2.普通株式の自己株式の減少6,000千株は、平成19年３月５日開催の取締役会決議に基づく消却によるものであり

ます。 

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 12,442 1,906 － 14,348 

合計 12,442 1,906 － 14,348 

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 9,164 1,469 － 10,634 

合計 9,164 1,469 － 10,634 

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

普通株式 12,442 2,723 6,000 9,164 

合計 12,442 2,723 6,000 9,164 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 

(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 

(百万円) 

建物 27 6 20 

有形固定資
産のその他 

415 258 156 

合計 442 265 176 

  

取得価
額相当
額 

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 

(百万円)

建物 27 9 17

有形固定資
産のその他 

227 117 109

合計 254 127 126

取得価
額相当
額 

(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 

(百万円)

建物 27 8 18

有形固定資
産のその他 

285 181 104

合計 312 189 122

（注）  取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 （注）  取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内    106百万円 

１年超    70百万円 

合計    176百万円 

１年内   63百万円 

１年超  62百万円 

合計   126百万円 

１年内    70百万円 

１年超    52百万円 

合計   122百万円 

（注）  未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 （注）  未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料   70百万円 

減価償却費相当額   70百万円 

支払リース料  48百万円 

減価償却費相当額   48百万円 

支払リース料  138百万円 

減価償却費相当額    138百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成

19年９月30日）及び前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 589.23円

１株当たり中間純利益

金額 
25.16円

１株当たり純資産額  617.69円

１株当たり中間純利益

金額 
35.45円

１株当たり純資産額  609.12円

１株当たり当期純利益

金額 
51.56円

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 3,123 4,305 6,356 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
3,123 4,305 6,356 

期中平均株式数（千株） 124,116 121,430 123,290 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．平成18年12月18日開催の取締役会におい 

  て、会社法第165条第３項の規定により 

  読み替えて適用される同法第156条の規 

  定に基づき、自己の株式を取得すること 

  を決議いたしました。 

① 理由 経営環境の変化

に対応した機動

的な資本政策を

遂行するため 

② 取得する株式の種

類 

当社普通株式 

③ 取得する株式の総

数 

200万株（上限） 

④ 株式の取得価額の

総額 

20億円（上限） 

⑤ 取得する期間 平成18年12月19

日から平成19年

２月20日まで 

１．当社は、当社が保有する当中間会計期間 

  末まで連結子会社であった持田シーメン 

  スメディカルシステム㈱の株式の一部 

  （発行済総数の16％）を平成19年10月１ 

  日付でシーメンス㈱に譲渡しました。 

２．平成19年11月12日開催の取締役会におい 

  て、会社法第165条第３項の規定により 

    読み替えて適用される同法第156条の規 

    定に基づき、自己の株式を取得すること 

    を決議いたしました。 

１．当社の退職給付制度につきましては、適 

  格退職年金制度、退職一時金制度を採用 

  しておりましたが、平成19年４月１日に 

  適格退職年金制度は確定給付企業年金制 

  度に移行するとともに、退職一時金制度 

  の一部を終了し、確定拠出型退職給付制 

  度を採用しております。 

  この移行に伴う会計処理については、 

  「退職給付制度間の移行等に関する会計 

  処理」(企業会計基準適用指針第１号)を 

  適用する予定であります。本移行に伴う 

  翌事業年度の損益に与える影響額は、 

  260百万円(特別利益)の見込みでありま 

  す。 

① 理由 経営環境の変化

に対応した機動

的な資本政策を

遂行するため 

② 取得する株式の種

類 

当社普通株式 

③ 取得する株式の総

数 

100万株（上限）

④ 株式の取得価額の

総額 

12億円（上限） 

⑤ 取得する期間 平成19年11月14

日から平成19年

12月13日まで 



(2）【その他】 

中間配当 

 平成19年11月12日開催の当社取締役会において、第70期（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）の中間配

当を当社定款第42条の規定に基づき、次のとおり行う旨決議いたしました。 

 （注） 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し支払

いを行います。 

１．中間配当金の総額 1,025百万円

２．１株当たりの金額 8.50円

３．支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日 平成19年12月７日



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第69期）（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）  平成19年６月28日関東財務局長に提出 

  

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

   平成19年10月24日関東財務局長に提出 

   平成19年６月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

  

(3）自己株券買付状況報告書 

   報告期間          （自平成19年３月１日 至平成19年３月31日）    平成19年４月10日関東財務局長に提出 

  報告期間          （自平成19年４月１日 至平成19年４月30日）    平成19年５月11日関東財務局長に提出 

  報告期間          （自平成19年６月28日 至平成19年６月30日）    平成19年７月10日関東財務局長に提出 

  報告期間          （自平成19年７月１日 至平成19年７月31日）    平成19年８月13日関東財務局長に提出 

  報告期間     （自平成19年９月１日 至平成19年９月30日）    平成19年10月10日関東財務局長に提出 

  報告期間     （自平成19年10月１日 至平成19年10月31日）    平成19年11月14日関東財務局長に提出 

    報告期間     （自平成19年11月１日 至平成19年11月30日）  平成19年12月11日関東財務局長に提出 

  

(4）自己株券買付状況報告書の訂正報告書 

   平成19年11月14日関東財務局長に提出 

  平成19年10月10日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月22日

持 田 製 薬 株 式 会 社       

取 締 役 会 御 中   

  聖 橋 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 酒 井 敏 彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山 本 嘉 彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松 田 信 彦  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている持田製

薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、持田製薬株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月17日

持 田 製 薬 株 式 会 社       

取 締 役 会 御 中   

  監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 津 田 英 嗣  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 木 村 研 一  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐 野 明 宏  印 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ 

ている持田製薬株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年 

４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算 

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結 

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ 

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間 

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の 

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に 

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見 

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基 

準に準拠して、持田製薬株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間 

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用 

な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月22日

持 田 製 薬 株 式 会 社       

取 締 役 会 御 中   

  聖 橋 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 酒 井 敏 彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山 本 嘉 彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松 田 信 彦  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている持田製

薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第69期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、持田製薬株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月17日

持 田 製 薬 株 式 会 社       

取 締 役 会 御 中   

  監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 津 田 英 嗣   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 木 村 研 一   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐 野 明 宏   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる持田製薬株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第70期事業年度の中間会計期間（平成19年４月 

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本 

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立 

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、持田製薬株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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